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船舶事故調査報告書 

 

                             平成２９年１２月６日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  佐 藤 雄 二（部会長） 

                         委   員  田 村 兼 吉 

                         委   員  岡 本 満喜子 

 

事故種類 衝突 

発生日時 平成２９年１月２１日 １４時００分ごろ 

発生場所 石川県志賀
し か

町富来
と ぎ

漁港西方沖 

 海士
あ ま

埼灯台から真方位２６１°１７.９海里（Ｍ）付近 

 （概位 北緯３７°０６.０′ 東経１３６°１８.０′） 

事故の概要  漁船大六
だいろく

栄
さかえ

丸は、底びき網漁の操業中、また、漁船第２永
えい

宝
ほう

丸

は、航行中、両船が衝突した。 

 大六栄丸は、左舷船尾部外板等に破損を生じ、また、第２永宝丸

は、船首部外板に亀裂等を生じた。 

事故調査の経過  平成２９年７月１０日本事故の調査を担当する主管調査官（神戸事

務所）及び１人の地方事故調査官を指名した。 

原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ 漁船 大六栄丸、６.６トン 

   ＩＫ２－５０８６（漁船登録番号）、個人所有 

   １３.２７ｍ（Lr）×２.９９ｍ×１.３８ｍ、ＦＲＰ 

   ディーゼル機関、４７８.０８kＷ、昭和６２年７月３１日 

第２４４－１６５１８号（船舶検査済票の番号） 

Ｂ 漁船 第２永宝丸、６.１２トン 

   ＩＫ２－４０８３（漁船登録番号）、個人所有 

   １２.１５ｍ（Lr）×２.５４ｍ×０.７７ｍ、ＦＲＰ 

   ディーゼル機関、３８２.５０kＷ、昭和４９年９月１５日 

第２４４－１６７２８号（船舶検査済票の番号） 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ 男性 ５７歳 

   一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

免許登録日 昭和５６年３月１９日 

免許証交付日 平成２４年１０月２９日 

                      （平成３０年３月１８日まで有効） 

Ｂ 船長Ｂ 男性 ７３歳 

   一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

免許登録日 昭和５３年２月２４日 

免許証交付日 平成２４年１０月２９日 

                      （平成３０年４月２２日まで有効） 

  



- 2 - 

 死傷者等 なし 

 損傷 Ａ 左舷船尾部外板等に破損 

Ｂ 船首部外板に亀裂等 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 北西、風力 ３、視界 良好 

海象：波高 約３ｍ 

 事故の経過  Ａ船は、船長Ａほか３人が乗り組み、小型底びき網漁の目的で、平

成２９年１月２１日１２時００分ごろ富来漁港を出港し、同漁港西方

沖約１７.９Ｍの漁場に至って操業を開始した。 

船長Ａは、えい
．．

網して南東進中、東方から接近するＢ船を認め、衝

突のおそれを感じて、無線機で呼び掛けたところ、応答が得られなか

った。 

Ａ船は、船長Ａが、機関を使用して衝突を避けようとしたものの、

１４時００分ごろＡ船の左舷船尾部とＢ船の船首部とが衝突した。 

Ａ船は、船長Ａ及び船長Ｂが互いの無事と両船の損傷状況を確認し

た後、富来漁港に帰った。 

Ｂ船は、船長Ｂほか３人が乗り組み、えびかご
．．．．

漁の目的で、富来漁

港西方沖の漁場に向けて西進した。 

船長Ｂは、操舵室に１人で入ってドアと窓を閉め、暖房を入れ、操

舵室中央に設置した椅子に腰を掛けた姿勢で、自動操舵により操船

し、レーダーの衝突警報機能を停止していた。 

船長Ｂは、衝撃を感じてＡ船と衝突したことに気付き、その直後Ｂ

船のプロペラの回転が停止し、Ｂ船のプロペラにＡ船のえい
．．

索が巻き

付いている状況を認めた。 

Ｂ船は、近くで本事故を目撃した僚船にえい
．．

航されて富来漁港に帰

った。 

（付図１ 事故発生経過概略図、写真１ Ａ船の損傷状況、写真２ 

Ｂ船の損傷状況 参照） 

 その他の事項 船長Ａは、ふだんからＡ船の汽笛の音があまり大きくないように感

じていたので、本事故当時、汽笛の吹鳴より無線機でＢ船に呼び掛け

る方が効果的であると思っていた。 

船長Ｂは、ふだんからＢ船の無線機の周波数をえびかご
．．．．

漁を行う僚

船のみと交信するように調節していた。 

船長Ｂは、本事故当時、Ｂ船より先に出漁した僚船はいないものと

思っていた。 

Ｂ船の船長を除く３人の乗組員は、本事故当時、船室で待機してい

た。 

船長Ｂは、海面反射によりレーダーの衝突警報が頻繁に鳴ったの

で、衝突警報機能を停止していた。 

船長Ｂは、双眼鏡を使用して見張りを行っていなかった。 

船長Ｂは、衝突するまでＡ船の存在に気付かなかった原因について
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本事故後も思い当たらなかった。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

Ａ なし、Ｂ あり 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ船は、富来漁港西方沖をえい
．．

網して南東進中、船長Ａが接近する

Ｂ船に気付いて機関を使用したものの、Ｂ船と衝突したものと考えら

れる。 

 Ｂ船は、富来漁港西方沖を西進中、船長Ｂが見張りを適切に行って

いなかったことから、Ａ船と衝突のおそれのある態勢で接近している

ことに気付かず、Ａ船と衝突したものと考えられる。 

船長Ｂは、双眼鏡を使用して見張りを適切に行っていなかったもの

と考えられるが、衝突に至った状況を明らかにすることはできなかっ

た。 

原因  本事故は、富来漁港西方沖において、Ａ船がえい
．．

網して南東進中、

Ｂ船が西進中、船長Ｂが、双眼鏡を使用するなどして見張りを適切に

行っていなかったため、Ａ船と衝突のおそれのある態勢で接近してい

ることに気付かず、両船が衝突したものと考えられる。 

参考  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・航行中は、双眼鏡を使用するなどして常時適切な見張りを行うこ

と。 
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付図１ 事故発生経過概略図 
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写真１ Ａ船の損傷状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真２ Ｂ船の損傷状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


